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件      名 

近畿地方整備局は、自治体の災害対策を

支援します。 
～災害情報普及支援室を各事務所に 

２８日開設します。～ 

 

 

 

 

概     要 

今次発生した水害にかんがみ、府県・市町村における住民への洪水

情報等の提供の充実を図るため、河川関係事務所において、府県・市

町村からの求めに応じて、直轄事業で長年培ってきた知見・技術等を

積極的に提供することとし、河川関係事務所に災害情報普及支援室を

設置します。 

なお、上記事務所と併せ、管内の国道事務所におきましても自治体

支援のための窓口設置の検討を進めます。 

 

取 り 扱 い 
 

 
・ 近畿建設記者クラブ ・大手前記者クラブ 

・ 大阪府政記者クラブ ・豊中記者クラブ 

・ 京都府政記者室   ・福知山市記者クラブ 

・ 舞鶴市政記者クラブ ・宮津市政記者クラブ 

・ 綾部新聞記者クラブ 

・ 兵庫県政記者クラブ ・北播磨県民局記者クラブ 

・ 中播磨県民局庁舎内記者室 ・西播磨県民局記者クラブ 

・ 但馬県民局     ・川西市政記者クラブ 

・ 伊丹市政記者クラブ ・尼崎市政記者クラブ 

・ 加古川記者クラブ  ・高砂市記者クラブ 

・ 明石市記者クラブ  ・豊岡市政記者クラブ  

・ 和歌山県政記者クラブ ・和歌山県地方新聞記者クラブ 

・ 和歌山県政放送記者クラブ ・新宮中央記者会 

・ 新宮記者クラブ 

・ 奈良県政記者クラブ ・五條市政記者クラブ 

・ 三重県政記者クラブ ・伊賀記者クラブ 

・ 名張市政記者クラブ 

・ 福井県政記者クラブ 

 

 

配 布 場 所 

 神戸海運記者クラブ、神戸民放記者クラブ、みなと記者クラブに所属され
ている方は、中津（０６－６９４２－１１４１、内線２８１１）にお問い合

わせ願います。 

 

 

問い合わせ先 

TEL 06-6942-1141 （代表） 
近畿地方整備局 企画部 防災対策官  中村 則之  

近畿地方整備局 河川部 河川管理課長 杤本 成由 （内3751） 

近畿地方整備局 道路部 道路計画第一課長 池口 正晃（内4211）



地方整備局は自治体の災害対策を支援します
～「災害情報普及支援室」を新たに設置～

記 者 発 表 資 料

○ 平成１６年の全国各地での災害の多発を受け、国土交通省本省では昨年12月10日に
「豪雨災害対策緊急アクションプラン」をとりまとめました。さらに、同アクション
プランを受けて、同12月21日には、近畿地方整備局をはじめとする10の地方支分局長
が共同で具体的な今後の対応策について国土交通大臣に報告を行った旨を明らかにし
たところです。

○ その報告内容に基づき、このたび、近畿地方整備局では、28日をもって関係全事務
所(11事務所)に を設置することにします。「災害情報普及支援室」

○ 洪水ハザードマップは近畿地方の直轄管理河川ではこれまで対象市町村の２４％に
あたる２６市町での公表にとどまっている現状から、市町村がハザードマップを作成
する際に必要な技術的支援を行うことを主な目的としています。
今後、同室を中心に今後関係機関と調整を図り、本年４月に各事務所単位を基本と

して、国、関係府県、関係市町村等により構成されるハザードマップの普及を目的と
する協議会を設立する予定です。

○ また、近畿地方整備局河川部（大阪府大阪市）においては、降雨予測技術の進展等
を踏まえ、今後関係各府県が管理する中小河川にも多く導入されていくこととなる洪
水予測システムが構築される際に必要となる府県への技術的支援を行うとともに、ブ
ロックを広域的に所掌する地方整備局としての特性を活かし、複数府県間の河川情報
の共有化の支援等を行っていきます。

○ 上記に関する具体的な取り組み等は別紙のとおりです。

○ なお、上記事務所と併せ、管内の国道事務所におきましても自治体の支援のための
窓口設置の検討を進めます。



（別紙）

災害情報普及支援室について

(1) 役割・機能
・ハザードマップの作成に関する市町村への技術支援
・ 災害情報協議会（仮称 の運営「 ）」（注１）
・その他、災害ポテンシャル情報に関する普及・啓発活動 等

(2)今年度内の予定
・ハザードマップ未作成市町村との直接の意見交換の実施による啓発活動と課題
の整理

・ 災害情報協議会（仮称 」の設立準備（スキームの整理、関係機関との調整）「 ）

(3)設置事務所
事務所名 所在地

福井河川国道事務所 福井県福井市

琵琶湖河川事務所 滋賀県大津市

福知山河川国道事務所 京都府福知山市

淀川河川事務所 大阪府枚方市

猪名川河川事務所 大阪府池田市

大和川河川事務所 大阪府柏原市

姫路河川国道事務所 兵庫県姫路市

豊岡河川国道事務所 兵庫県豊岡市

和歌山河川国道事務所 和歌山県和歌山市

紀南河川国道事務所 和歌山県田辺市

木津川上流河川事務所 三重県名張市

合 計 １１事務所

（注１ ：ハザードマップの普及に関する関係市町村の一体的な取り組みを支援するために、本年４月）
に設置する予定の協議会。上記各事務所単位で設置し、国・関係都県・関係市町村等により
構成される予定


